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令和８年度 福井県立高等学校
入学者選抜のための学力検査等実施要項                    

（全日制の課程および定時制の課程） 

 

１ 目 的 

   令和８年度の福井県立高等学校（以下「県立高校」という。）の入学者の選抜の資料とするため、学

力検査等を行う。 

 

２ 受験者 

      令和８年度の県立高校の全日制の課程および定時制の課程に入学を志願した者に対して、一般入学者

選抜、第２次募集、特色選抜、外国人生徒等特別選抜において学力検査等を実施する。 

 

３ 一般入学者選抜 

(1) 日 程 

      一般入学者選抜に係る学力検査は、令和８年２月 18日（水）および２月 19日（木）の２日間とし、

次の表の時程による。 
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 帰国子女・外国人子女受験者は面接を、また、

定時制の課程受験者は面接等を実施する。 

 

(2) 検査会場 

     出願した県立高校において、受験するものとする。 

 

(3) 学力検査を実施する教科およびその配点 

     一般入学者選抜に係る学力検査は、次のとおりとする。 
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教    科 配    点 

国    語 100 

英    語 100 

数    学 100 

社    会 100 

理    科 100 
 

  英語のリスニング問題 大問４ 問（１）（対話を聞き取る問題）については、繰り返しなしとする。 

 

(4) 選択問題の各学校・学科の状況 

   各学校・学科の一般入学者選抜（追検査を含む。）に係る数学・英語における選択問題は、次の表

のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英語および数学は大問４～６問のうち１～２問を次の

２種類の選択問題とする。 

 

Ａ：基礎力を問う問題 

Ｂ：記述・論述の割合が多い問題 



- 3 - 

 

 (5) 追検査等 

     追検査等は令和８年２月 25日（水）および２月 26日（木）の２日間とし、時程、検査会場、教科

およびその配点、面接等については一般入学者選抜と同様に実施する。 

 

４ 第２次募集 

第２次募集においては、国語・英語・数学の３教科の学力検査を実施し、各教科とも時間は 40 分、

配点は 50点とする。 

 

５ 特色選抜 

特色選抜においては、国語・英語・数学の３教科の学力検査を実施し、各教科とも時間は 45分、配

点は 75点とする。 

 

６ 外国人生徒等特別選抜 

外国人生徒等特別選抜においては、英語・数学の２教科の学力検査を実施し、各教科とも時間は 45

分、配点は 75点とする。 

 

７ 検査結果の開示 

(1) 不合格者本人は、総合ランクおよび学力検査の各教科の得点について、口頭での開示を請求するこ

とができる。 

(2) 上記（1）の開示請求ができる期間は、一般入学者選抜、特色選抜および外国人生徒等特別選抜に

おいては、令和８年３月３日（火）から４月２日（木）までの期間とする。第２次募集においては、

令和８年３月 11 日（水）から４月 10 日（金）までの期間とする。受付時間は、土曜日、日曜日お

よび祝日を除いた平日の午前９時から午後４時までとする。 

(3) 上記（1）の開示請求の場合は、不合格者本人が、受験票を持参の上、出願した県立高校に来るこ

と。ただし、安全面に配慮し、保護者が付き添うこと。 

(4) その他の開示請求に係る事務処理方法は、個人情報の保護に関する法律第 77条の規定により行う。 

 

 

 


